
 

 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

４３８ タクロリムス水和物【内服薬】（慢性腎不全）の算定について 

 

《令和７年１月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

慢性腎不全に対するタクロリムス水和物【内服薬】（プログラフカプセル等）

の算定は、原則として認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

プログラフカプセルの適応には、ループス腎炎、腎移植状態などがあるが、

いずれも免疫抑制作用を介して、腎病変の進展や腎機能の低下を抑制するこ

とを目的としている。慢性腎不全は、種々の原因により腎機能が低下した病態

であり、必ずしも免疫が関与したものではないことより、本剤を用いる意味に

乏しく、また腎機能に対する副作用も無視しえない。 

以上のことから、慢性腎不全に対する当該医薬品の算定は、原則として認め

られないと判断した。 
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